
１ 環状７号線内側の土地利用のあり方 

   センター・コア・エリアの概念を環状７号線まで広げた中枢広域拠点域では、道路・交通ネットワークや市街地の形成状況など、 
  地域特性を踏まえた土地利用を誘導するべきではないか。 

   特に、国際ビジネス交流ゾーンでは、ビジネス、観光・交流など、国際競争力強化に向けた機能の一層の導入を促進するため、 
  交通結節機能の更なる強化などと合わせた、土地の高度利用を図るべきではないか。 

   また、センター・コア・エリアと環状７号線の間では、交通結節点となる地域の拠点の形成を図るとともに、木密地域における都市 
  基盤の強化と個別建替えによる不燃化の促進、一部では状況に応じた受け皿住宅の整備などにより、地域の再生を図るべきではないか。 

   加えて、都心居住については、上述の考え方と整合を図りながら、長期的な人口減少を見据えこれまでの量的拡大から質の向上へ転 

  換するため、国際競争力強化に資する居住環境の整備や高経年マンションの更新、木密地域の改善などに向けた取組を推進するべきで 

  はないか。 
 
２ みどりの保全・創出の考え方 

   都市環境の向上、快適な都市生活の実現のため、丘陵地、河川、崖線等の自然地形や、公園、団地等の既存ストックを生かしながら、 
  厚みとつながりのある骨格的なみどりを保全・創出するとともに、その他の一般市街地において、あらゆる開発等の機会を捉えた 
  きめ細かな取組により、みどりの量的な底上げを図るべきではないか。 
 
３ 集約型の地域構造への再編のあり方 

   環状７号線外側の地域においては、東京の市街地特性に応じた集約型の地域構造への再編が効果的に進むよう、広域的な視点に立ち、 
  都として、立地適正化計画を策定する自治体に対し、人口動態の見込み、公共交通サービスの提供状況、みどりの保全・創出などの 
  観点を踏まえた留意点や誘導方策を示すべきではないか。 
 
４ 多摩部における区域区分の考え方 

   多摩部においては、全体として概ね人口の現状維持が見込まれる当面10～15年程度の間の考え方と、その先の将来的な人口減少を 

  見据えた二段構えの取組の考え方を、整理していく必要があるのではないか。 

※  第1回の議論を踏まえ、主な論点を更に深堀りするとともに、新たに「みどりの保全・創出の考え方」を論点に追加 
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